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本書は金融商品取引法第24条の５第４項に基づく臨時報告書を，同法第

27条の30の２に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用して，平

成20年12月22日に提出したデータに頁を付して出力・印刷したものであり

ます。 
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当社は，平成20年12月22日開催の取締役会において，浜岡原子力発電所１，２号機の運転終了および６

号機の建設等を内容とする浜岡原子力発電所リプレース計画等について決定しましたので，金融商品取引

法第24条の５第４項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号及び第19号の規定に基

づき提出するものであります。 

  

(1) 当該事象の発生年月日及び内容  

当社は，平成20年12月22日開催の取締役会において，浜岡原子力発電所１，２号機の運転終了および

６号機の建設等を内容とする浜岡原子力発電所リプレース計画等について決定しました。  

１，２号機については，これまで耐震余裕を高める方法（耐震裕度向上工事）について検討してまい

りましたが，工事には相当な費用と期間を要するとの結論に至りました。  

一方，電源構成に占める原子力発電の割合が他の電力会社に比べて低い当社は，「電力の安定供給」

と「地球環境保全」の観点から，原子力発電の果たす役割に一層の期待が集まる中，何よりも優先して

原子力発電への積極的な取り組みを進める必要があります。 

以上のことを踏まえ，当社は，このたび，１，２号機について工事を実施し運転を再開することは経

済性に乏しいと判断されることから，その運転を終了することとし，替わりに，発電所用地の東側に６

号機を平成30年代前半の運転開始を目標に建設することを計画いたしました。 

また，１，２号機の運転終了にともない，今回新たに発電所敷地内に現在の発電所施設の一部として

全号機共用の使用済燃料乾式貯蔵施設を平成28年度の使用開始を目標に建設することを計画いたしまし

た。 

当社は，今後とも安全の確保を第一に浜岡原子力発電所を運転していくとともに，引き続き原子力発

電への積極的な取り組みを進めてまいります。 

  

(2) 当該事象の損益及び連結損益に与える影響額  

浜岡原子力発電所１，２号機の運転終了にともない，当社及び連結会社の平成21年３月期決算におい

て，約1,550億円を特別損失に計上する予定であります。  

なお，この影響額は，本報告書提出日現在において入手可能な情報及び将来の不確実な要因に係る本

報告書提出日現在における仮定を前提としているため，今後変動する可能性があります。 

以 上

１ 【提出理由】

２ 【報告内容】
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